
注意：町専属契約のタクシーではありませんので、稼働状況や時間帯などで
利用できない場合がありますのでご了承ください。
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(例) タクシー運賃料金5,000円の距離の場合
〈タクシー運賃料金〉
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利用の手順

タクシー（ドアtoドアの通常タクシー運行）

※オンデマンドバスおよびげんちゃんタクシーは、名阪近鉄バスのバス停間移動および養老鉄道の駅間移動には
　利用できません。

町内に住所を有し、次のいずれかの要件を備えた人
◎65歳以上の人
◎身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所有している人
◎運転免許証を自主返納した人

８時30分（乗車）～ 17時（降車）

町内の移動

●利用者負担金：１回500円　　　　　　　　　　
●利用者が１回の負担金で乗れる限度額は、
　タクシー運賃料金（迎車料金含む）で3,000円
　までです。限度額を超えた場合は、超過分を
　お支払いください。（右図のとおり）

利用時間　８時30分～17時

自宅にお迎え

①タクシー会社に電話

自宅自宅

④帰りは、現在地からタクシー会社に電話してください。

②タクシーが

③住所・年齢・要件が確認できるものを
呈示して、乗務員に支払ってください。

【１】町の指定したタクシー会社（上記６社）に直接電話し、『げんちゃんタクシー』と伝える
　　※配車手続きは、第２・４土曜日に当日運行分（８時30分（乗車）～ 17時（降車））のみ

ができます。
【２】乗車の際、タクシー乗務員に住所と年齢・要件が確認できるものを呈示する

（健康保険証、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・運転経歴証明書など）
【３】料金を支払う

１回　片道　500円


